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市民
意識調査

11月 12月 1月 2月 3月

本部員

令和７年度　人権施策推進プラン　年間スケジュール                                                                                                    

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

審議会

第1回本部会議

・前年度実績と

前年度審議会意見の共有

・現年度実施計画の共有

（幹事・実務者）研修会

・第1回審議会の意見共有

・研修会

※幹事会・実務者会と合同で

・委託業者選定

・調査票（案）の作成

実務者の推薦

（実務者）次年度実施

計画の策定
（実務者）実績報告（見込）作成

・意識調査報告書

の作成

（幹事）第１回幹事会

・第2回審議会意見の共

有

・次年度重点施策の決定

第1回審議会

・前年度実績(確定

分)の報告

・現年度実施計画の

報告

※５月下旬～６月上

第４回審議会

・実績（見込）の報告

・次年度重点施策（案）

の審議

・意識調査報告書（案）

の審議

第３回審議会

・市民意識調査調査

票（修正案）の審議

※９月末に開催

第２回審議会

・市民意識調査調

査票（案）の審議

※７月末に開催

・調査票（修正案）の作成 ・意識調査

発送準備

・意識調査

・調査集計・分析

・意識調査報告書

（案）の作成
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